
教育委員会委員を任命

≪よろしくお願いします≫

菊地　貴雄 さん　※新任

【任期】
令和 6 年 10 月 1 日から
令和 10 年 9 月 30 日まで

国見町結婚世話やき人　
月例相談会

　◆日　時　11 月 24 日日　午後 1時から午後 3時

　◆場　所　観月台文化センター　第 2和室

　※秘密は厳守、相談無料です。

問福祉課子育て支援係　☎ 585-2179

な
い
場
合
、
取
り
壊
し
た
確
認
が

と
れ
ず
引
き
続
き
課
税
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
法
務
局
へ
の
滅
失
登
記
が

完
了
し
て
い
る
場
合
に
は
、「
滅
失

届
」
の
提
出
は
不
要
で
す
。

問
税
務
課
課
税
係
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7
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小
坂
ま
ち
づ
く
り
の
会

　 

第
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回
そ
ば
ま
つ
り

 

純
小
坂
産
の
お
い
し
い
「
十
割
そ

ば
」
を
は
じ
め
、
手
作
り
手
芸
品

の
販
売
や
バ
ザ
ー
な
ど
の
出
店
も

あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お
越
し
く
だ

さ
い
。
限
定
1
5
0
食
と
な
る
の

で
、
事
前
申
込
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時 

11
月
24
日
日

【
開
会
式
】
午
前
10
時

【
十
割
そ
ば
の
販
売
】
午
前
10
時
30

分
か
ら
午
後
0
時
30
分
ま
で

▼
場
所 

小
坂
総
合
農
村
管
理
セ

ン
タ
ー

▼
料
金
　
1
杯
1
0
0
0
円
（
い

な
り
寿
司
・
飲
み
物
付
）

※
1
5
0
食
限
定
（
申
込
順
）

購
入
希
望
の
方
は
、
氏
名
・
人

数
・
電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
、

F
A
X
に
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
小
坂
ま
ち
づ
く
り
の
会
（
高
原
）
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5
8
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‐
3
1
9
7

伊
達
地
域
有
機
農
業

相
談
会
を
開
催
し
ま
す

有
機
農
業
に
興
味
は
あ
る
け
れ

ど
栽
培
方
法
や
有
機
J
A
S
制
度

な
ど
が
分
か
ら
ず
取
り
組
め
な
い

方
を
対
象
に
個
別
相
談
会
を
開
催

し
ま
す
。
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
　
11
月
27
日
水
午
後
1
時

か
ら
午
後
3
時
30
分
ま
で

▼
場
所
　
伊
達
合
同
庁
舎
2
階
大

会
議
室

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
有
機

農
業
推
進
室
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✉
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pref.fukushima.lg.jp

▼
申
込
締
切
　
11
月
20
日
水

個
人
事
業
主
向
け
の
決
算

説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　
　
福
島
税
務
署
で
は
、
個
人
事
業

主
の
方
を
対
象
と
し
た
決
算
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。
説
明
会
は
事

前
予
約
制
と
な
り
ま
す
。
お
越
し

い
た
だ
く
方
は
事
前
に
電
話
で
ご

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
開
催
日
　
12
月
17
日
火
か
ら
同

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

　　
福
島
地
方
法
務
局
と
福
島
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
11
月
13

日
か
ら
同
月
19
日
ま
で
の
7
日
間
、

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
と
し
て
、
夫
・

パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や
ス
ト

ー
カ
ー
な
ど
女
性
を
め
ぐ
る
さ
ま

ざ
ま
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
、
電

話
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
相
談
は
、

人
権
擁
護
委
員
及
び
法
務
局
職
員

が
応
じ
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

期
間
中
は
、
平
日
の
夜
間
、
土
・

日
も
相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
期
間
　
11
月
13
日
水
か
ら
同
月

19
日
火
ま
で
の
7
日
間

▼
時
間
　
午
前
8
時
30
分
か
ら
午

後
7
時
ま
で

※
た
だ
し
、
11
月
16
日
土
・
17
日
日

は
午
前
10
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で

▼
電
話
番
号

0
5
7
0
‐
0
7
0
‐
8
1
0
（
全

国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

問
福
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
5
3
4
‐
1
9
9
4

月
19
日
木
の
3
日
間

▼
開
催
時
間

　
午
前
の
部
：
午
前

10
時
30
分
か
ら
正
午
ま
で

　
午
後

の
部
：
午
後
1
時
か
ら
午
後
3
時

ま
で

▼
場
所

　
福
島
テ
ル
サ
3
階
（
福

島
市
上
町
4
‐
25
）

▼
対
象
者
　
17
日
：
事
業
所
得
が

あ
る
方
　
18
日
：
農
業
所
得
が
あ

る
方
　
19
日
：
事
業
所
得
者
で
青

色
申
告
の
方

▼
内
容
　
所
得
税
法
等
の
改
正
点
、

決
算
の
仕
方
、
消
費
税
の
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
に
つ
い
て

問
福
島
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門

☎
5
3
4
‐
3
1
2
1
（
音
声
案

内
で
2
番
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
）

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

「
滅
失
届
」
を
お
願
い

し
ま
す

　　固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
を
基
準
と
し
て
課
税
し
て
い
ま

す
。
令
和
6
年
中
に
固
定
資
産
税

の
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
る
住
宅

や
倉
庫
等
の
「
家
屋
」
を
取
り
壊

し
た
際
に
は
、
年
内
に
税
務
課
課

税
係
ま
で
「
家
屋
滅
失
届
」
の
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。
職
員
が
現

地
を
確
認
し
、
翌
年
度
分
の
課
税

台
帳
か
ら
削
除
し
ま
す
。
届
出
が

お
知
ら
せ
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新たな移住支援
始めました！

問企画調整課過疎対策係☎ 585-2927

　福島県外の大学等に通う学生への町内の移住を支援

するため、福島県内の企業等の採用選考にかかる交通

費を補助します。

（地方就職学生支援事業補助金）

学生のUターン就職支援

・大学、大学院、短期大学、専門学校などの卒業年 

 度において、県外のキャンパスに在学し、卒業見込 

 みであり、現在県外に在住していること。

・福島県内の企業等に内定している方。

・卒業後に国見町に移住する意思がある方。

・週 20 時間勤務、無期雇用契約の方。

・転勤などがあっても、国見町から転出する可能性

　がない方。

対象者1

補助金額2

詳細はコチラ

基準額が定められています。詳しくは町ホームペー

ジでご確認ください。

東京都⇔福島県　 8,000 円

大阪府⇔福島県　21,000 円

宮城県⇔福島県 　3,000 円（例）

補助対象者と同行者 1名（18 歳以上）が国見町内

の宿泊施設に宿泊した経費

※追加サービスや付帯施設の利用料金は対象外

補助対象経費2

　国見町への移住を希望・検討している方が国見町に

滞在する際の宿泊費を補助します。

（移住希望者お試し滞在宿泊費支援事業補助金）

移住希望者の宿泊費支援

・ 福島県が実施する「ふくしま移住希望者支援交

通費補助金※1」の交付決定を受けている方。

・対象となる現地活動期間中に国見町移住政策担

当部署（企画調整課過疎対策係）に移住相談した方。

・本人名義で対象の宿泊施設を予約し、宿泊した方。

対象者1

詳細はコチラ

※ 1 ふくしま移住希望者支援交通費

補助金（福島県ホームページ）

補助金額3

補助率 ２分の１以内

上限額 5,000 円 (1 人 1 泊あたり）

最大 5泊分まで対象
詳細はコチラ

詳しくは国見町ホームページで

ご確認ください。


